
          伊 丹 市 告 示 第 ５ ８ 号    

 

公 印 の 新 調 及 び 廃 止 に つ い て  

 

 下 記 に 掲 げ る 公 印 を 新 調 及 び 廃 止 し た の で ， 伊 丹 市 公 印 規 則 （ 昭

和 ３ ８ 年 伊 丹 市 規 則 第 ３ ８ 号 ） 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。  

 

  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

                                伊 丹 市 長  中 田  慎 也  

 

記  

 

新 調 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 使 用 開 始 ）  

こ ど も 未 来 応 援 課 領 収 印       

５ １ １                

        

 

 

 

 

 

 

幼 児 教 育 課 領 収 印  

５ １ １  

 

 

 

 

 

 

こども未来応援課  

 

伊 丹 市  

 日 ・ 付

 

 日 ・ 付

 

伊 丹 市  

出 納 員  
領 収 済  

出 納 員  
領 収 済  

幼児教育課  

 



 

社 会 教 育 推 進 課 領 収 印  

５ １ １  

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り ）  

次 世 代 育 成 課 領 収 印           

５ １ １                  

 

 

 

 

 

 

 

 

次 世 代 育 成 課 領 収 印  

５ １ １  

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 ・ 付

 

 日 ・ 付

 

 日 ・ 付

 

伊 丹 市  

伊 丹 市  

伊 丹 市  

出 納 員  
領 収 済  

出 納 員  
領 収 済  

出 納 員  
領 収 済  

次世代育成課  

 

社会教育推進課  

 

次世代育成課  

 



教 育 保 育 課 領 収 印  

５ １ １  

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 領 収 印  

５ １ １  

 

 

 

 

 日 ・ 付

 

 日 ・ 付

 

伊 丹 市  

伊 丹 市  

出 納 員  
領 収 済  

出 納 員  
領 収 済  

社会教育課  

 

教育保育課  

 


